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【追加火器問題の経過】
九州防衛局は昨年の押し詰まった12月23日に、突然大分県をはじめとする日出生台演習場問題協議会（以下四者協）に在沖縄の米海兵隊による日出生台演習場での移転実弾射撃訓練（以下104移転訓練）で、新たな火器（迫撃砲、ロケットランチャーなど「対装甲車両火器」）を追加使用したいとの意向を伝えた。これに対して四者協は訓練の縮小・廃止を望んでいることを改めて伝え、具体的な負担軽減措置を要望したうえで住民説明会を求めたという。負担軽減について九州防衛局は検討して改めて説明に伺うということであった。
奇しくも日出生台演習場で自衛官4人の痛ましい死傷事故が起きた本年4月21日、九州防衛局は由布市湯布院町を訪れ四者協に従来から使われている155㎜りゅう弾砲と新たに計画されている対装甲車両火器を同時に撃たないことを条件に改めて認めるよう申し入れしたという。県をはじめとする四者協は現時点で受け入れは決定していない。他県の状況を確認したうえで判断したいと話したという。
【104移転訓練に至る経緯と合意事項】
そもそも移転訓練の発端は沖縄の施政権が返還された1972年の翌73年から米海兵隊キャンプ・ハンセンの訓練区域で県道104号線を封鎖して榴弾砲の実弾射撃訓練（以下104砲撃訓練）が開始されたことにある。生活道路を封鎖しての訓練には沖縄の人々の激しい抗議と抵抗運動を引き起こした。
1995年米海兵隊員3人による少女暴行事件が起き、長年の沖縄県民の怒りは頂点に達し、反基地・基地撤去運動が強まった。これに衝撃を受けた日米政府は県民の怒りを鎮めるため普天間基地の返還、104砲撃訓練の本土5か所の演習場への分散移転などを含むSACO最終報告を1996年にまとめた。この合意は沖縄の基地負担の軽減のためという目的だったはずだが、実際には今日に至るまで基地負担はほとんど軽減されないばかりか、辺野古新基地の建設にみられるように新たな負担が強いられている。一方、本土では日米共同訓練の拡大などを通じて自衛隊と米軍の一体的運用が進み、特定利用空港・港湾などを使用して米軍が日本のあらゆる領域で活動できるようになってきている。
本土への移転後の訓練は、沖縄での訓練と「同質・同量」であると1996年の日米合同委員会で合意されている。ここでいう「同質」とは、使用する火砲・弾種・訓練形態が同一であることを意味し、「同量」とは、回数や規模が同程度であることを意味する。当時の104砲撃訓練は榴弾砲による訓練であり、それ以外の火器を含むものではなかった。
キャンプ・ハンセンでは榴弾砲の以外の小火器や迫撃砲、ロケットランチャーなどの訓練がSACO最終報告以前も行われていた。しかし、それらの訓練は榴弾砲の104砲撃訓練とは全く別の日に別の訓練として実施されてきた。米軍が榴弾砲の104砲撃訓練とそれ以外の訓練を軍事上どのように想定して関連付けようと我々の預かり知らぬことであるが、実際の活動が別々に実施されていたことは動かしがたい事実である。これについては104砲撃訓練に関する記録や訓練現場を熟知する現地の人の証言からも裏付けられている。
【防衛省の欺瞞】
2025年12月付の防衛省資料「104移転訓練における砲陣地防御訓練で使用する火器の見直しについて」（以下資料）には6頁目に「米側からは…『155㎜榴弾砲による実弾射撃訓練』と同時期に、『対人小火器及び対装甲車両火器による砲陣地防御訓練』を一体のものとして実施しており、これらの訓練は、1996年の日米合同委員会合意にいう『同質・同量』であるとの説明を受けています。」と書いてある。そして7頁目に榴弾砲とそれ以外の火器の訓練があたかも同時的、一体的に行われていたかと思わせる絵が地図上に描かれている。しかしこの図は事実とあまりにもかけ離れており、人を錯覚させるトリックというほかない。
そればかりか榴弾砲の着弾地点近くに対装甲車両火器と迫撃砲の射座が描かれているが、これは危険で、実際にはあり得ない。そもそも防衛省は「砲陣地防御」について語りながら、この図ではその陣形になっていない。また、この図には、迫撃砲の実弾射撃訓練が県道104号線越えで行われていたかのように描かれているが、その事実はない。これほど現実離れしたおかしな図を掲載していることに驚かざるを得ない。
この資料には「一体」という表現が何度も出てくるが、現実の「一体」と想定の「一体」を混然とさせており、読むものの正しい理解を混乱させようとしている。「同時期」という言葉もあいまいで、「一体」の言葉同様に人々を惑乱させるためにあえて導入したものとしか思えない。米側の「同質・同量」の主張はこじつけというほかない。米軍と防衛省がこのように人々を欺き愚弄することは許されない。
【負担軽減のトリック】
前述したように四者協は新たな火器の追加訓練は「何らかの負担軽減策が示されなければ受け入れは難しい」と表明している。防衛省は四者協を懐柔しようとして「①全体の訓練日数は変更しない。②従来の155ミリ榴弾砲と追加兵器の訓練は同時に行わない（追加兵器の訓練日だけ榴弾砲の訓練日が減る）③追加兵器の砲撃音はりゅう弾砲に比べ小さい（約1/2）④だから全体としては騒音が減少する⑤従って周辺住民の負担軽減になる」との理屈を作り四者協の説得にかかっている。この負担軽減の理屈はトリックであり、やはり地元自治体と住民そして国民を欺き愚弄するものだ。
　この件の根本的な問題は防衛省が「負担軽減」の論拠にしたい砲撃音の強弱の問題でも頻度や密度の問題でもない。この件に関する根本的問題は迫撃砲やロケットランチャーなどの新たな兵器を米海兵隊が日出生台での移転訓練で使うことが、当初の日米の合意であった「同質・同量」の訓練に反するか否かということのはずだ。当初の合意は155ミリ榴弾砲の訓練のみであったのだから、新たな兵器の追加はその合意に反しており受け入れることはできない。きわめて単純なことなのだ。それにもかかわらず米軍と防衛省はそこから人の目をそらせるために「一体」という抽象的な言葉をもてあそんだり、騒音問題に焦点をそらしたりしている。
　新たな追加兵器を受け入れてしまえば、米海兵隊が単独訓練において、次々と新たな兵器の訓練を日出生台でするための突破口となってしまう。十数年前に機関銃などの小火器の追加を許した経緯はあるが、今回の「対装甲車両火器」の追加とは重みが全く異なる。断じて容認できない。米海兵隊の狙いは本土の演習場で無制限に訓練をすることにある。最近の東富士演習場でのハイマースの実射訓練のなし崩し継続がそれを如実に語っている。行きつく先は騒音の減少による負担の削減どころか、訓練の拡大強化で地元への負担がより大きくなることはたやすく予想できる。防衛省は騒音減少による負担軽減という欺瞞的トリックをやめるべきだ。
【防衛省は要求を撤回せよ】
以上の理由から私たちは新たな兵器の追加訓練に断固として反対する。四者協は「同質・同量」の訓練という原則を再確認して「対装甲車両火器」という新たな兵器の追加訓練を絶対に受け入れてはならない。防衛省は本計画を直ちに撤回すべきである。
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